
京都市告示第     号 

 身体障害者福祉法第１５条第１項に規定する医師の診療障害区分を次のとお

り追加しました。 

  平成２５年１０月１日 

京都市長 門 川 大 作 

 

医師名 診療場所 診療科目 障害区分 
追加する 

障害区分 

尾﨑 慎司 
(福)京都社会事業

財団 西陣病院 

腎臓・泌尿

器科 
ぼうこう・直腸 腎臓 

山﨑 正貴 社会保険京都病院 内科 

肢体，心臓，腎

臓，呼吸器，小

腸，肝臓 

音声・言語，

ぼうこう・

直腸，免疫 

内藤 元康 
(医)社団育生会 

久野病院 
外科 

肢体，心臓，腎

臓，呼吸器，ぼ

うこう・直腸，

小腸 

肝臓 

小東 克次 
(医)社団育生会 

久野病院 
内科 

肢体，心臓，腎

臓，呼吸器，小

腸 

肝臓 

西野 健一 
京都府立医科大学

附属病院 
形成外科 

音声・言語，肢

体 
そしゃく 

３１５



 

沼尻 敏明 
京都府立医科大学

附属病院 
形成外科 

音声・言語，肢

体 
そしゃく 

素輪 善弘 
京都府立医科大学

附属病院 
形成外科 

音声・言語，肢

体 
そしゃく 

 

（保健福祉局身体障害者リハビリテーションセンター相談課） 


